
 

猪鹿工房山恵さんのシシ鍋セット 

 

 

○「山恵ジビエ蒟蒻」を紹介します！ 

2016 年 12月より販売予定の「山恵特選シシ鍋セット」に、味

工房うめきんの生芋蒟蒻が採用されました。豊田市の『 猪鹿工

房ＹＡＭＡＫＥＩ 』さんの「シシ鍋セット」です。先月号でご紹介した

「生芋こんにゃく金次郎ブランド」の商品として、鍋用蒟蒻をつくり

ました。金次郎蒟蒻の食感を大切にして、幅広のきしめん風に

仕立てています。味しみが良く、コリコリとした食感を楽しんで頂け

る商品です。高タンパク低脂肪の豊田産の猪、蔵元桝塚味噌の

特製味噌だれ、うめきんの生芋蒟蒻、そして稲武のうどんが詰ま

った「本格的シシ鍋セット」です。皆さん山の御馳走をご注文くだ

さい。  お問い合わせは、㈱山恵☎０５６５-９８-０８３６です。 

○非許可食品製造業等の届出制度について 

蒟蒻は、強アルカリ性食品のため細菌は増殖できず、比較的安

全な食品であると認識されてきました。他に漬物やジャムドレッシン

グ等の食品製造は、保健所の許可を要しないものとされており、これ

まで届出等の規制の無い製造業でありました。しかし、近年の浅漬

等の非許可食品を原因とする大規模食中毒事件の発生を受け、全

ての非許可食品の製造業について、平成２７年７月１日から届出制

度を導入することとなりました。 

非許可食品製造業等においても保健所が事業者を把握し、計画

的な監視と適切な指導を行うことで、事故を未然に防止し、食品の

安全性を一層向上させることを目的としています。 

当社は、こうした食品衛生条例の改正を受け非許可食品製造施

設設置届を提出しました。岡崎市ではまだ任意の提出ですが、食品

を扱う製造業者として安全な食品を提供することを目指し、いち早く

対応することにしました。 
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＜そうなんだ！＞非許可食品製造業とは、食品衛生法で許可を必要としない食品等の製造業のことです。例え

ば、こんにゃく又はところてん製造業、漬物製造業、惣菜半製品製造業（未加熱餃子・衣つきコロッケ等）、液卵製造

業、農産物加工製造業（ジャム・茶・切干大根・乾燥シイタケ・切りもち・はちみつ等）、魚介類加工品製造業（干物・

魚介くん製品等）、器具製造業（食品に直接触れる器具や機械類で、なべ・ボウル・おたま・スライサー等）、容器包

装の製造業（食品トレー・ケーキの敷き紙等）、おもちゃの製造（乳幼児が口にするなど健康被害の恐れのあるもの

で、おしゃぶり・折り紙・積み木・人形・粘土・風船・ボール等）他に保健所長が必要と認める製造業としています。食

品の容器や乳幼児用のおもちゃにまで、衛生監視を求める時代となりました。 


